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京都市上下水道局南部拠点整備事業 

土地賃貸借契約書（案） 
 

 

京都市（以下「甲」という。）と【SPC】（以下「乙」という。）は，甲と乙が令和元年12月

●日付で締結した京都市上下水道局南部拠点整備事業（以下「本事業」という。）事業契約（以

下「事業契約」という。）に基づき，甲所有の現本庁舎敷地（以下「本件土地」という。）を

乙が甲から借り受けて資産活用業務を実施するために，次のとおり一時使用目的の土地賃貸

借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

なお，本契約において用いられる略語の定義は，本文中において明示されているものを除

き，甲が令和元年5月30日付けで公表した，京都市上下水道局南部拠点整備事業にかかる入札

説明書等における定義と同一とする。 

 

（本件土地の賃貸） 

第１条 甲は，乙が本件土地における資産活用業務（以下「本資産活用業務」という。）を実

施することを目的として，その所有する下記＜本件土地の表示＞記載 1 及び 2 の土地を乙

に貸し付け，乙はこれを借り受ける。 

＜本件土地の表示＞ 

１ 所  在：京都市南区東九条東山王町 

地  番：12 番 1 

地  目：宅地 

地  積：4331.49 ㎡ 

 

２ 所  在：京都市南区東九条東山王町 

地  番：12 番 3 

地  目：宅地 

地  積：752.56 ㎡ 

 

（本契約の目的） 

第２条 甲と乙は，本契約が，甲が本件土地において活用方法を決定し活用を開始するまで

の間，ＰＦＩ法第 69 条第 6項に基づき，乙に対し，本事業の一環として本件土地の資産活

用業務を実施させるために一時使用目的で締結されるものであるとともに，ＰＦＩ法第 69

条第 11 項に基づき，民法第 604 条並びに借地借家法（平成 3 年法律第 90 号）第 3 条及び

第 4条の規定は適用されないことを確認する。 

 

（本事業との調整・連携） 

第３条 乙は，本資産活用業務が，本事業の一部を構成すること，本資産活用業務の遅延，

債務不履行等が本事業に重大な影響を及ぼしうることを十分理解し，本資産活用業務につ

き債務不履行等が発生しないよう最大限の努力を行う。 

２ 乙は，本資産活用業務の運営において，甲との日常的な意見交換，各種調整などを適切

に行うことにより，運営上の連携・協働に努める。 

３ 乙は，本件土地が行政財産であること，及び本契約が，甲において令和8年度中にその後

の活用方法が決定される予定であることを踏まえて，それまでの間の暫定的な資産活用を

行うために締結されるものであることを十分理解し，本資産活用業務を実施する。 
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（使用目的） 

第４条 乙は，本件土地を事業者提案書等に定めた用途のためにのみ使用するものとし，そ

れ以外の用途に供してはならない。 

２ 本件土地において実施される本資産活用業務の概要は別紙 1 のとおりとする。ただし，

甲が類似使用の範囲内として事前に書面により承諾した場合は，その範囲内の用途のため

に使用することができる。 

 

（貸付期間） 

第５条 貸付期間は，令和4年5月●日から令和9年3月31日まで（以下「貸付期間」という。）

とする。 

２ 甲は，1年前に乙に通知することによって，本契約を解約することができる。これにより

乙に損害が生じた場合，甲はその損害につき合理的範囲の額を賠償する。ただし，賠償の

対象となる損害には乙の事業による得べかりし利益は含まれない。 

２ 本契約は，貸付期間の満了により終了し，更新がないものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，甲が，本件土地の活用方法を決定し活用を開始する予定時期

（令和 8 年度中）を変更した場合は，甲は，乙に対し，再契約を求めることができ，この

場合，甲及び乙は，再契約について協議するものとする。 

 

（貸付料） 

第６条 本件土地の 1 箇月あたりの貸付料は，本件土地の面積に 1 ㎡当たり●円を乗じた金

【  】円とする。 

２ 前項の貸付料は，別紙 2に定める方法に従って改定するものとする。 

３ 本件土地の貸付料の発生日は，第 5条第 1項に定める貸付期間の開始の日からとする。 

 

（貸付料の納付） 

第７条 乙は，前条の貸付料について，次の各号に掲げる区分に従い，甲の発行する納入通

知書により支払うものとする（納入に関する手数料は乙が負担する）。 

（１） 本件土地の引渡日から 30 日以内に，本件土地の引渡日から最初に到来する 3 月

31 日までの合計額を支払う。 

（２） 2 回目以降は，毎年 4月 1日から翌年の 3 月 31 日までの貸付料の合計額を当該年

度の 4月 30 日までに支払う。 

２ 甲又は乙は，一般経済事情の変化，地価の変動その他の事情により貸付料が著しく不相

応になった場合等，本件土地の周囲の商業環境の変化等に伴い第 6 条第 1 項に定める貸付

料を維持したのでは本資産活用業務の継続が困難となった場合には，第 6 条第 2 項による

賃料改定とは別途，相手方に対し，貸付料の改定についての協議を申し入れることができ

るものとし，協議の結果，甲が第 6 条第 1 項に定める貸付料の改定の必要を認めた場合に

は，貸付料の改定を行うものとする。 

３ 前項により貸付料の改定を行う場合，甲は改定貸付料を決定したうえで改定通知書によ

り乙に当該貸付料を通知する。この場合の本契約に定める貸付料は，第 6 条第 1 項の規定

にかかわらず，当該通知額となるものとする。 

 

（水道光熱費の負担） 

第８条 乙は，本件土地を使用することに伴い生じる電気料，水道料，ガス料その他必要な

費用をすべて，自ら負担する。 

 

(契約保証金) 

第９条 乙は，本契約の履行を担保するため，本契約締結時に，契約保証金として金【   】
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【※第 5 条第 1 項に定めた月額に 6 箇月を乗じた貸付料相当額，1,000 円未満は切り上げ

る。】円を甲に預託するものとし，本契約保証金には利息を付さない。 

２ 甲は，本契約終了による本件土地の第 25 条に基づく明渡し完了後 1箇月以内に，乙から

の請求を受けてこれを乙に返還するものとする。ただし，延滞貸付料又は乙の責めに帰す

べき事由に基づく支払債務があるときは，これを控除してその残額を返還するものとする。 

３ 乙は，貸付期間中は，契約保証金をもって貸付料に充当することはできないものとする。 

４ 前項の保証金は，民法 420 条の規定による損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

５ 乙は，保証金返還請求権を第三者に譲渡し，又は担保に供してはならない。 

６ 甲は，乙が貸付料等の支払いを怠り，又は損害賠償その他本契約に基づく債務を履行し

ないときは，いつでも保証金の一部又は全部をその弁済に充てることができる。この場合，

乙は甲からその旨の通知を受けて 14 日間以内に，当該弁済に充てた金額を，甲の指定する

方法により第 1項の保証金に補填するものとする。 

７ 貸付料が第 6 条第 2 項又は第 7 条第 2 項に従い改定される場合において，改定後の貸付

料の 1 年分の額（ただし，1,000 円未満切り上げ）が従前の契約保証金の額（第 1 項に定

める額又は本項に基づき変更された場合は当該変更後の額）を上回る場合，当該改定後の

貸付料が適用される年度以降の契約保証金の額については，当該改定後の貸付料の 1 年分

の額（ただし，1,000 円未満切り上げ）に変更するものとし，乙は，甲に対し，変更前の

契約保証金額と変更後の契約保証金額との差額を，当該変更の時までに支払うものとする。 

 

（本件土地の引渡し） 

第１０条 甲は，前条の規定による保証金を乙が甲に対して全額預託したことを確認したう

えで，第5条第1項に定める貸付期間の開始の日に本件土地を乙に引き渡すものとする。 

 

（かし担保） 

第１１条 乙は，本契約の締結後，本件土地に面積の不足その他の隠れたかしのあることを

発見しても，貸付料の返還若しくは減免又は損害賠償の請求をすることができないものと

する。 

２ 乙は，本契約締結時において本件土地上に甲の所有する建物が存在していたことを承認

したうえで，本件土地を借り入れていることを確認するとともに，建物の存在に伴って，

甲に対して何らの費用負担，損害賠償，補償も求めないことを確認する。 

 

（本件土地の転貸） 

第１２条 乙は，第 5 条第 1 項の貸付期間中，事業者提案書等及び資産活用業務計画書に従

って，本件土地を有効に活用するため，甲の承認を得たうえで，本件土地を第三者（以下

「転借人」という。）に転貸することができる。 

２ 前項により乙が第三者に対し本件土地を転貸する場合，乙は，転借人に対し，本件土地

の用途及び使用方法の範囲内で転貸するものとし，本契約により乙が甲に対して負う義務

と同様の義務を乙に対して負わせなければならない。 

３ 乙が転借人と締結する土地転貸借契約は，貸付期間を第 5 条第 1 項を超えない一時使用

目的の土地賃貸借契約としなければならない。 

 

（本件土地上の建物の賃借の制限） 

第１３条 乙が本件土地上の建物（現本庁舎本館を含む。）を第三者に賃貸（使用貸借及び賃

貸借を含む。以下同じ。）する場合は，その第三者（以下「建物賃借人」という。）と乙と

が締結する建物貸借契約（以下「建物貸借契約」）において，借地借家法（平成 3年法律第

90 号）第 39 条の規定により，第 5 条に規定する貸付期間満了時又は本契約終了時に建物

貸借契約が終了する旨の特約を書面により規定しなければならない。 
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２ 乙は，前項の建物貸借契約を締結する場合，甲に対し，事前に書面でその旨を通知する

とともに建物貸借契約を締結した後に可及的速やかに甲に対し，同建物貸借契約に係る契

約書の写しを提出しなければならない。 

３ 乙は，第 25 条の規定により本件土地を原状に復して甲に返還する必要がある場合は，建

物貸借契約を終了し，甲が指定する期日までに占有者の退去等必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ 甲は，存続期間満了の 1 年前までに，第 1 項の建物賃借人に対し，本件土地上の存続期

間満了時に本件土地の明渡しを受けることになる旨を通知することができる。 

５ 前 3項の規定は，乙が本件土地上の建物（現本庁舎本館を含む。）の転貸を承諾している

場合に準用する。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１４条 乙は，予め甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き，次の各号に掲げる行為

を行ってはならない。 

（１） 本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，担保その他の権利の用に供

し，又は本契約上の地位を承継させること 

（２） 本件土地を乙の提案書等に記載した用途以外に使用すること又は使用させること 

（３） 本件土地を甲が承諾した以外の者に転貸すること 

２ 乙が，前項に基づき甲の事前の書面による承諾を得たうえで第三者に本契約により生ず

る権利又は義務の譲渡又は本契約上の地位の承継を行う場合，乙は，当該第三者に対し，

本契約における乙の甲に対する義務と同等の義務を負わせるものとする。 

 

（保全義務） 

第１５条 乙は，本件土地の引渡し後，善良な管理者としての注意をもって，本件土地の維

持管理，保全に務める義務を負う。 

２ 本件土地の引渡し後，維持管理等に要する経費は，すべて乙が負担する。 

 

（法令変更，不可効力等による増加費用の負担） 

第１６条 法令変更若しくは不可抗力又はその他の乙の責めに帰すべからざる事由により本

件土地の維持管理又は本資産活用業務の実施に要する費用が増加した場合でも，乙がこれ

を負担する。 

 

（使用状況の調査等） 

第１７条 甲は，必要があると認めるときは，本件土地の使用状況について立入調査し，又

は乙に対して報告を求めることができる。この場合において，乙は，その調査を拒み若し

くは妨げ又は報告を怠ってはならず，転借人に対しても協力させるものとする。 

２ 甲は，前項による立入調査又は報告等の結果，本件土地の維持管理又は運営が，事業指

針等，資産活用業務計画書に定めた内容及び条件に適合しないと認めるときは，乙に対し，

これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができ，乙はこれに従って必要

な処置をとるものとする。 

 

（乙の責任） 

第１８条 乙は，本契約において，本資産活用業務に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 乙又は乙が使用する一切の第三者が本資産活用業務を行う過程で，本件土地又は第三者

に対して，損害を与えた時は，乙は速やかにその旨を甲に通知し，かつ，その請求に従い，

直ちに原状回復，損害賠償その他の方法により損害を回復するものとする。 
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(近隣対策) 

第１９条 乙は，自己の責任及び費用負担において，本資産活用業務の実施に際して合理的

に要求される範囲の近隣対策を実施する。 

２ 乙は，前項の近隣対策の実施について，甲に対して，事前及び事後にその内容及び結果

を報告するものとする。 

３ 近隣対策の結果，乙に生じた費用（及びその結果，本資産活用業務の開始日が変更され

たことによる費用増加も含む。）については，本事業の実施自体に対する住民反対運動，

クレーム及び訴訟に関するものを除き，乙が負担するものとする。 

 

（保険） 

第２０条 乙は，本契約期間中，乙の判断により自ら加入する保険のほか，事業契約書別紙

11 の 1 に記載する保険と同等の本件土地及び本件土地上建物の利用に伴うリスクを回避，

軽減するための保険を付保しなければならない。 

 

（乙の責めに帰すべき事由による契約解除等） 

第２１条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合，甲は，乙に対して，本契約を解

除することができる。 

（１） 乙が第 14 条の各号に該当する行為をしたとき。 

（２） 乙が貸付料その他甲に対し支払義務を負っている金銭の納付を納付期限から 2 箇

月以上怠ったとき。 

（３） 乙が本資産活用業務の実施に必要な許認可等を得られない，又は得られる見込み

がないと認められるとき。 

（４） 乙が，その責めに帰すべき事由により，本件土地について，連続して 30 日以上又

は 1年間において合計 60 日以上にわたり，資産活用業務計画書に従った本資産活用

業務を行わないとき。 

（５） 乙の責めに帰すべき事由により，本契約の履行が困難となったとき。 

（６） 乙に係る破産手続開始，会社更生手続開始，民事再生手続開始，特別清算手続開

始その他の倒産法制上の手続について，乙の取締役会でその申立てを決議したとき

又はその他の第三者（乙の役員，従業員を含む。）によりその申立てがなされたとき。 

（７） 乙が，甲に対し，本資産活用業務又は本契約に関して虚偽の報告をし，又は正当

な理由なく報告等を拒んだとき。 

（８） 乙が，正当な理由なくして，甲の指示又は改善勧告等に従わないとき。 

（９） 乙が，本事業に関し，次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき。 

ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以

下「独占禁止法」という。）第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置を命ぜら

れたとき。 

イ 独占禁止法第 7条第 1項若しくは同条第 2項（同法第 8条の 2 第 2 項及び同法

第 20 条第 2項において準用する場合を含む。），同法第 8条の 2第 1 項若しくは同

条第 3項，同法第 17 条の 2又は同法第 20 条第 1項の規定による排除措置命令（以

下「排除措置命令」という。）を受けたとき。 

ウ 独占禁止法第 7条の 2第 1項（同条第 2項及び第 8 条の 3 において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を受けたとき。 

エ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96条の 6若しくは同法第 198 条，公職にある

者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反，又は独占禁止法第 89

条第 1項第 1号若しくは同条第 2 項（ただし，同条第 1 項第 1 号に係るものに限

る。）の規定による罪の容疑により逮捕され，又は逮捕を経ないで刑事訴訟法（昭

和 23 年法律第 131 号）第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき（乙又はそ
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の構成員の役員若しくはその使用人が当該容疑により逮捕され，又は逮捕を経な

いで公訴を提起されたときを含む。）。 

オ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項第 2号に該当

すると認められたとき。 

（１０） 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき。 

ア 乙，構成員若しくは協力会社又はそれらの役員等（乙，構成員若しくは協力会

社の役員又はそれらの支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下，本条にお

いて同じ。）が暴力団等であると認められるとき。 

イ 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上，経営に参加し

ていると認められるとき。 

ウ 乙，構成員若しくは協力会社又はそれらの役員等が業務に関し，不正に財産上

の利益を得るため，又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認め

られるとき 

エ 乙，構成員若しくは協力会社又はそれらの役員等がいかなる名義をもってする

かを問わず，暴力団等に対して，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に与え

たと認められるとき。 

オ 乙，構成員若しくは協力会社又はそれらの役員等が暴力団等と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 乙，構成員若しくは協力会社が，本事業の実施に関し，暴力団員等を下請契約

その他の契約の相手方としていた場合であって，甲が当該契約の解除を求め，乙

がこれに従わなかったとき。 

キ 乙が本件土地を第三者に転貸する場合において，当該第三者が暴力団等である

と知りながら契約を締結したと認められるとき。 

ク 乙が正当な理由なく本契約に違反し，その違反により暴力団等を利する行為を

し，又はそのおそれがあると認められるとき。 

２ 前項の規定により本契約が解除された場合，第 9 条の契約保証金は甲に帰属するものと

し，当該保証金を超えて解除により甲に損害が生じた場合には，甲は当該超過損害の賠償

を乙に請求することができる。この場合において，乙に，損害又は増加費用が生じても，

甲はその賠償の責めを負わない。 

 

（甲の責めに帰すべき事由による契約解除等） 

第２２条 乙は，次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は，本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

（１） 甲が本契約に違反し，本資産活用業務を継続することが不可能か著しく困難と認

められるとき。 

（２） 本資産活用業務に関し，甲の責めに帰すべき事由により，乙が著しく損害又は損

失を被ったとき。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が解除された場合，甲は，乙に対し，解除に伴い乙

に生じた損害を合理的な範囲で賠償する。 

 

（事業契約の解除に伴う本契約の解除） 

第２３条 甲は，事業契約が解除された場合，本契約を解除することができるものとする。 

 

（中途解約の禁止） 

第２４条 乙は，貸付期間中，本契約を中途解約することはできない。 

 

（本契約の終了に伴う本件土地の明渡し） 

第２５条 乙は，第 5 条第 1 項に規定する貸付期間の満了日までに（第 18 条，第 21 条又は
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第 22 条の解除によって契約が終了するときは当該終了日後直ちに），本件土地の転借人，

本件土地上建物（現本庁舎本館を含む）の賃借人等の占有者を全て退去させるとともに，

自らの費用負担において，事業指針に従い，現本庁舎本館及び本件土地上の工作物・外構

等の解体，撤去を行い，本件土地の整地業務を完了して，本件土地を甲に明渡し，返還し

なければならない。ただし，事業契約又は本契約の解除が，甲の責めに帰すべき事由に基

づく場合は，本契約の解除により乙に生じた合理的な損害又は増加費用は甲が負担する。 

２ 第 5 条第 1 項に規定する貸付期間の満了により本契約が終了した場合で，当該満了日ま

でに，前項に従った本件土地の明渡しが完了しなかったときは，貸付期間の満了日の翌日

から本件土地の返還日までの間，第 6 条第 1 項の貸付料（同条第 2 項により改定が行われ

た場合，改定後の金額）の 1.5 倍に相当する額の損害金（本件土地の返還日までの日割り

計算により算出する）を甲に支払うものとする。 

３ 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合（乙の責めに帰すべき事由によ

り事業契約が解除され，本契約が解除される場合を含む），乙は，解除日から第 1項に従っ

た本件土地の明渡しが完了する日まで前項と同様の損害金を甲に支払うものとする。 

４ 乙は，本件土地の明渡しに際し，本件土地に設置した設備,施設等について支出した諸費

用の償還請求又は移転料・立退料・権利金等一切の請求はしないことはもちろん，本件土

地に乙が設置した設備,施設等の買取りを甲に請求することができない。 

５ 乙は，本件土地の明渡しまでに，自己の費用により本件土地上の建物（現本庁舎本館を

含む。）の建物滅失登記を完了しなければならない。ただし，甲が支障ないと認めるときは，

この限りでない。 

 

（遅延損害金の徴収） 

第２６条 乙は，本契約上の債務について支払期限までに支払いをしなかったときは，期限

の翌日から支払いの日までの日数に応じ，支払うべき貸付料等の債務額に京都市公有財産

規則（昭和 39 年京都市規則第 68 号）に定める率で計算して得た額の遅延損害金を支払わ

なければならない。 

 

（本件土地の引渡しの不備に基づく措置） 

第２７条 本契約の終了に伴う乙による本件土地の約定に基づく返還が期限内に完了しない

と認められるときは，甲は，乙に代わって本件土地の第 25条第 1項に定める状態への回復

を行うことができる。 

２ 前項の場合においては，乙は，甲が行う本件土地の前項の回復の措置に異議を申し出る

ことができず，また，甲による同回復に要した費用を負担し，甲に生じた損害を賠償しな

ければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２８条 甲及び乙は，互いに本契約又は本資産活用業務に関して知り得た相手方の営業上

及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報（本契約又は本資産活用業務に関して知る

前に既に自ら保有しているもの，本契約又は本資産活用業務に関して知る前に公知であっ

たもの，本契約又は本資産活用業務に関して知った後正当な権利を有する第三者から何ら

の秘密保持義務を課されることなく取得したものは除く）を自己の役員及び従業員，自己

の代理人及びコンサルタント，又は自己の出資者，並びに本資産活用業務に関し乙に融資

する金融機関及びその代理人以外の第三者に漏らし，又は本契約の履行以外の目的に使用

してはならない。ただし，甲又は乙が本契約又は法令等に基づき開示する場合，裁判所そ

の他公的機関により開示が命ぜられた場合，乙が相手方に守秘義務を負わせたうえで本事

業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合，又は相手方の書面による事

前の承諾を得た場合はこの限りではない。 
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（信義誠実の義務） 

第２９条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは，甲及び乙による協議の

上決定する。 

 

(本契約の変更) 

第３０条 本契約の規定は，甲及び乙の事前の書面による合意がなければ変更できない。 

 

（公正証書の作成） 

第３１条 乙は，甲が，本契約について公正証書の作成を求めたときは，これに応じるもの

とする。 

 

（契約の費用） 

第３２条 本契約の締結に要する費用は，前条に要する費用を含め，乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第３３条 本契約に関する紛争については，京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

本契約の成立を証するため，本契約書 2 通を作成し，契約当事者が各記名押印のうえ，そ

れぞれ 1通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

[甲] 

所在地 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市 

代表者 京都市公営企業管理者上下水道局長 [      ] 印 

 

 

[乙] 

所在地  

名称   

代表者  印 
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別紙 1 本資産活用業務の概要 

 

※  本資産活用業務の概要は，事業者提案書等に基づく下記の内容を基本とし，甲と乙との

協議の上，本契約締結時までに決定する。 

なお，協議が調わない場合，本資産活用業務の概要は事業者提案書等に記載のとおりと

する。 

 

 

（本資産活用業務の概要） 
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別紙 2 貸付料の改定方法 

 

貸付料は，本契約の締結日から 3 年経過後の最初の 2 月末日までに甲又は乙が相手方に対

して改定の協議を申し出た場合において，甲においてその必要を認めて貸付料について不動

産鑑定士による土地の不動産鑑定等を実施した場合には，その調査結果に基づく変動率に応

じて改定するものとし，本契約の締結日から 3 年経過後を第 1 回として 3 年毎に改定し，翌

年度 4月 1日から適用するものとする。 

 


